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第
一
章 

総
則 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
自
動
車
の
盗
難
（
以
下
「
自
動
車
盗
難
」
と
い
う
。
）
の
防
止
等
の
た
め
に
は
、
そ
の
盗
取
等
の
実

態
等
を
踏
ま
え
た
多
岐
に
わ
た
る
取
組
が
必
要
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
自
動
車
盗
難
の
防
止
等
の
た
め
の
取
組
に
関
し
国
及

び
地
方
公
共
団
体
が
実
施
す
る
対
策
（
以
下
「
自
動
車
盗
難
対
策
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
そ
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め



 

二 

る
と
と
も
に
、
あ
わ
せ
て
小
売
店
舗
に
お
け
る
集
団
に
よ
る
窃
盗
等
の
自
動
車
の
窃
盗
等
と
の
類
似
性
が
認
め
ら
れ
る
犯
罪

の
防
止
等
に
関
す
る
施
策
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
自
動
車
盗
難
対
策
等
を
総
合
的
に
推
進
し
、
も
っ
て
安
全
で
安

心
し
て
暮
ら
せ
る
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
自
動
車
」
と
は
、
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
二
条
第
二

項
に
規
定
す
る
自
動
車
を
い
う
。 

（
基
本
方
針
） 

第
三
条 

自
動
車
盗
難
対
策
は
、
自
動
車
の
盗
取
が
売
却
に
よ
る
利
益
を
得
る
た
め
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
通
常
で
あ
る
こ
と
、

盗
取
し
た
自
動
車
に
つ
き
、
そ
の
盗
取
後
直
ち
に
、
外
周
が
塀
等
で
囲
ま
れ
外
部
か
ら
そ
の
様
子
を
容
易
に
確
認
で
き
な
い

場
所
に
運
び
込
ん
で
解
体
等
を
行
い
、
国
内
で
の
売
却
又
は
輸
出
を
行
う
犯
行
が
一
般
的
で
あ
り
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
一
連

の
行
為
が
組
織
的
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
等
の
実
態
に
即
し
て
、
適
切
か
つ
効
果
的
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

自
動
車
盗
難
対
策
は
、
国
民
に
と
っ
て
自
動
車
が
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
に
お
け
る
移
動
の
た
め
の
重
要
な
交
通
手
段

で
あ
り
、
そ
の
盗
難
に
よ
り
大
き
な
支
障
が
生
ず
る
こ
と
、
自
動
車
又
は
そ
の
部
品
に
は
代
替
性
が
乏
し
い
も
の
も
あ
る
こ



  

三 

と
等
に
鑑
み
、
盗
取
さ
れ
た
自
動
車
（
そ
の
部
品
を
含
む
。
以
下
「
盗
難
自
動
車
」
と
い
う
。
）
を
早
期
に
発
見
し
、
そ
の

取
戻
し
を
図
る
た
め
、
必
要
な
取
組
が
迅
速
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

自
動
車
盗
難
対
策
は
、
自
動
車
の
盗
取
及
び
盗
難
自
動
車
の
譲
受
け
等
に
係
る
犯
罪
（
以
下
「
自
動
車
窃
盗
等
」
と
い

う
。
）
の
取
締
り
等
に
関
す
る
施
策
の
ほ
か
、
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
に
関
す
る
施
策
、
自
動
車
の
取
引
に
関
す
る
施
策
そ

の
他
の
多
様
な
分
野
の
施
策
を
含
む
も
の
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
こ
れ
ら
の
施
策
の
間
の
有
機
的
な
連
携
が
図
ら
れ
、
総
合

的
に
実
施
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

小
売
店
舗
に
お
け
る
集
団
に
よ
る
窃
盗
を
は
じ
め
と
し
て
自
動
車
窃
盗
等
と
目
的
、
態
様
等
に
お
い
て
類
似
性
が
認
め
ら

れ
る
犯
罪
（
次
章
第
二
節
に
お
い
て
「
小
売
店
舗
に
お
け
る
集
団
窃
盗
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
そ
の
防
止
等
を
図
る

上
で
自
動
車
盗
難
対
策
に
係
る
知
見
を
活
用
し
て
こ
れ
と
同
様
の
施
策
を
講
ず
る
こ
と
が
効
果
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場

合
に
お
い
て
は
、
そ
の
同
様
の
施
策
が
実
施
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
国
の
責
務
） 

第
四
条 

国
は
、
前
条
に
定
め
る
基
本
方
針
（
次
条
に
お
い
て
「
基
本
方
針
」
と
い
う
。
）
に
の
っ
と
り
、
自
動
車
盗
難
対
策

及
び
前
条
第
四
項
の
施
策
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
自
動
車
盗
難
対
策
等
」
と
い
う
。
）
を
総
合
的
に
策
定
し
、
及
び
実



 

四 

施
す
る
責
務
を
有
す
る
。 

（
地
方
公
共
団
体
の
責
務
） 

第
五
条 
地
方
公
共
団
体
は
、
基
本
方
針
に
の
っ
と
り
、
自
動
車
盗
難
対
策
等
に
関
し
、
国
及
び
他
の
地
方
公
共
団
体
と
の
連

携
を
図
り
つ
つ
、
そ
の
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
施
策
を
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
。 

（
法
制
上
の
措
置
等
） 

第
六
条 

政
府
は
、
自
動
車
盗
難
対
策
等
を
実
施
す
る
た
め
必
要
な
法
制
上
又
は
財
政
上
の
措
置
そ
の
他
の
措
置
を
講
じ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 
 

第
二
章 

基
本
的
施
策 

 
 
 
 

第
一
節 

自
動
車
盗
難
対
策 

（
自
動
車
窃
盗
等
の
取
締
り
の
強
化
及
び
迅
速
化
） 

第
七
条 

国
及
び
都
道
府
県
は
、
自
動
車
窃
盗
等
の
取
締
り
の
強
化
及
び
迅
速
化
の
た
め
、
次
に
掲
げ
る
施
策
そ
の
他
の
必
要

な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

一 

人
工
知
能
関
連
技
術
（
官
民
デ
ー
タ
活
用
推
進
基
本
法
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す



  

五 

る
人
工
知
能
関
連
技
術
を
い
う
。
）
を
用
い
て
自
動
車
窃
盗
等
の
犯
人
及
び
盗
難
自
動
車
を
追
跡
す
る
等
の
先
端
的
な
技

術
を
用
い
た
捜
査
を
推
進
す
る
こ
と
。 

二 

捜
査
を
行
う
人
員
を
増
員
す
る
等
の
捜
査
体
制
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
。 

三 

二
以
上
の
都
道
府
県
の
区
域
に
ま
た
が
る
事
案
に
迅
速
に
対
処
す
る
た
め
、
都
道
府
県
警
察
相
互
間
の
連
携
を
強
化
す

る
こ
と
。 

四 

自
動
車
盗
難
の
被
害
者
に
よ
る
届
出
の
手
続
を
簡
素
化
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
自
動
車
窃
盗
等
に
関
す
る

捜
査
に
係
る
当
該
被
害
者
の
負
担
を
軽
減
す
る
こ
と
。 

五 

自
動
車
窃
盗
等
の
犯
人
が
国
外
へ
逃
亡
し
た
場
合
に
対
応
す
る
た
め
、
国
際
刑
事
警
察
機
構
、
外
国
の
警
察
行
政
機
関

そ
の
他
国
際
的
な
警
察
に
関
す
る
関
係
機
関
と
の
連
携
を
強
化
す
る
こ
と
。 

（
違
法
な
自
動
車
の
解
体
等
が
行
わ
れ
て
い
る
場
所
の
運
営
の
抑
止
等
） 

第
八
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
違
法
な
自
動
車
の
解
体
又
は
そ
の
解
体
さ
れ
た
物
の
保
管
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
違
法
な
自
動
車
の
解
体
等
」
と
い
う
。
）
が
行
わ
れ
て
い
る
場
所
の
運
営
を
抑
止
す
る
た
め
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
そ
の
他
の
法
令
の
適
正
な
実
施
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
施
策
そ
の



 

六 

他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

一 
違
法
な
自
動
車
の
解
体
等
が
行
わ
れ
て
い
る
疑
い
の
あ
る
場
所
に
つ
い
て
、
そ
の
所
在
地
及
び
運
営
の
実
態
を
把
握
す

る
た
め
に
情
報
を
収
集
し
、
及
び
調
査
す
る
こ
と
。 

二 

前
号
の
場
所
に
関
し
、
立
入
検
査
を
積
極
的
に
実
施
す
る
こ
と
、
外
国
語
に
よ
る
指
導
及
び
助
言
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
す
る
こ
と
そ
の
他
指
導
及
び
監
督
を
強
化
す
る
こ
と
。 

三 

違
法
な
自
動
車
の
解
体
等
が
行
わ
れ
て
い
る
場
所
の
運
営
を
抑
止
す
る
た
め
の
先
進
的
な
取
組
に
関
し
、
情
報
を
収
集

し
、
整
理
し
、
及
び
提
供
す
る
こ
と
。 

２ 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
前
項
の
法
令
の
実
施
に
当
た
り
犯
罪
が
あ
る
と
思
料
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
実
施
に
係

る
機
関
と
都
道
府
県
警
察
と
の
連
携
を
強
化
す
る
た
め
、
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

（
盗
難
自
動
車
の
流
通
の
防
止
） 

第
九
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
盗
難
自
動
車
の
流
通
を
防
止
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
施
策
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を

講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

一 

使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
七
号
）
第
二
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
引



  

七 

取
業
者
、
古
物
営
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
古
物
商
、
同
条
第
五
項
に
規
定

す
る
古
物
競
り
あ
っ
せ
ん
業
者
そ
の
他
一
度
使
用
さ
れ
た
自
動
車
（
そ
の
部
品
を
含
む
。
第
三
号
及
び
次
条
第
一
項
第
一

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
引
渡
し
を
受
け
、
又
は
そ
の
あ
っ
せ
ん
を
行
う
事
業
者
に
対
し
、
当
該
引
渡
し
を
行
お
う
と
す

る
者
の
本
人
確
認
を
徹
底
す
る
よ
う
促
す
こ
と
。 

二 

デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（
特
定
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
透
明
性
及
び
公
正
性
の
向
上
に
関
す
る
法
律

（
令
和
二
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
盗
難
自
動
車
に
係
る
取
引
が
行
わ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

ム
を
提
供
す
る
事
業
者
が
行
う
取
組
を
促
進
す
る
こ
と
。 

三 

都
道
府
県
警
察
か
ら
自
動
車
の
流
通
に
係
る
関
係
事
業
者
に
対
し
て
行
う
自
動
車
盗
難
に
関
す
る
情
報
の
提
供
、
当
該

関
係
事
業
者
か
ら
都
道
府
県
警
察
に
対
し
て
行
う
自
動
車
窃
盗
等
の
疑
い
が
あ
る
と
思
料
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
旨

の
通
報
そ
の
他
の
都
道
府
県
警
察
と
当
該
関
係
事
業
者
と
の
間
に
お
け
る
自
動
車
盗
難
に
係
る
情
報
の
提
供
を
強
化
す
る

こ
と
。 

（
盗
難
自
動
車
の
輸
出
の
防
止
） 



 

八 

第
十
条 

国
は
、
盗
難
自
動
車
の
輸
出
を
防
止
す
る
た
め
、
税
関
に
お
け
る
取
締
り
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
施
策
そ
の
他
の
必

要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

一 

道
路
運
送
車
両
法
に
定
め
る
輸
出
に
関
す
る
証
明
書
の
確
認
を
徹
底
す
る
こ
と
、
使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関

す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
解
体
に
関
す
る
報
告
に
係
る
情
報
を
活
用
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
適
正
な
手
続
を

経
た
自
動
車
の
輸
出
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
措
置
を
強
化
す
る
こ
と
。 

二 

大
型
の
エ
ッ
ク
ス
線
透
視
装
置
等
の
検
査
機
器
を
活
用
す
る
こ
と
、
職
員
を
増
員
す
る
こ
と
等
に
よ
り
盗
難
自
動
車
の

輸
出
の
取
締
り
に
係
る
体
制
を
強
化
す
る
こ
と
。 

２ 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
盗
難
自
動
車
の
輸
出
を
防
止
す
る
た
め
、
盗
難
自
動
車
に
関
し
て
都
道
府
県
警
察
が
有
す
る

情
報
、
道
路
運
送
車
両
法
第
四
条
に
規
定
す
る
自
動
車
登
録
フ
ァ
イ
ル
の
記
録
そ
の
他
の
情
報
に
つ
い
て
、
税
関
、
港
湾
管

理
者
（
港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
港
湾
管
理
者
を
い
う
。
）
、
港
湾
運

送
事
業
者
（
港
湾
運
送
事
業
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
一
号
）
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
港
湾
運
送
事
業
者
を

い
う
。
）
等
に
提
供
す
る
こ
と
そ
の
他
の
盗
難
自
動
車
の
輸
出
の
取
締
り
に
係
る
関
係
機
関
等
の
連
携
の
強
化
に
必
要
な
施

策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 



  

九 

（
盗
取
さ
れ
た
自
動
車
の
部
品
の
流
通
の
把
握
） 

第
十
一
条 

国
は
、
盗
取
さ
れ
た
自
動
車
の
部
品
の
流
通
の
防
止
に
資
す
る
た
め
、
道
路
運
送
車
両
法
第
五
十
八
条
第
二
項
に

規
定
す
る
自
動
車
検
査
証
記
録
事
項
の
見
直
し
そ
の
他
の
当
該
部
品
の
流
通
の
把
握
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

（
輸
出
さ
れ
た
盗
難
自
動
車
の
取
戻
し
の
支
援
） 

第
十
二
条 

国
は
、
輸
出
さ
れ
た
盗
難
自
動
車
の
所
有
者
へ
の
取
戻
し
を
支
援
す
る
た
め
、
国
の
警
察
機
関
と
国
際
刑
事
警
察

機
構
、
外
国
の
警
察
行
政
機
関
そ
の
他
国
際
的
な
警
察
に
関
す
る
関
係
機
関
と
の
盗
難
自
動
車
に
係
る
情
報
の
交
換
そ
の
他

の
国
際
的
な
連
携
の
強
化
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
輸
出
さ
れ
た
盗
難
自
動
車
の
所
有
者
へ
の
取
戻
し
を
支
援
す

る
た
め
、
国
外
に
お
い
て
盗
難
自
動
車
が
発
見
さ
れ
た
際
の
所
有
者
へ
の
連
絡
に
係
る
体
制
の
強
化
そ
の
他
の
必
要
な
施
策

を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

（
自
動
車
窃
盗
等
の
発
生
の
防
止
に
係
る
取
組
の
推
進
） 

第
十
三
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
自
動
車
窃
盗
等
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
、
防
犯
の
た
め
の
装
置
を
自
動
車
に
装
着

す
る
こ
と
の
啓
発
そ
の
他
自
動
車
の
所
有
者
等
に
対
す
る
防
犯
に
係
る
指
導
、
防
犯
の
た
め
の
撮
影
機
器
の
設
置
の
推
進
そ



 

一
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の
他
の
自
動
車
の
所
有
者
等
に
よ
る
取
組
を
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

２ 
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
自
動
車
窃
盗
等
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
、
自
動
車
の
盗
取

の
際
に
そ
の
原
動
機
を
動
か
す
た
め
に
使
用
さ
れ
る
機
器
が
一
般
に
流
通
す
る
こ
と
の
防
止
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず

る
も
の
と
す
る
。 

（
調
査
研
究
の
推
進
） 

第
十
四
条 

国
は
、
自
動
車
盗
難
の
実
態
の
調
査
、
自
動
車
窃
盗
等
の
捜
査
に
活
用
し
得
る
技
術
に
関
す
る
研
究
、
自
動
車
に

係
る
防
犯
の
た
め
の
装
置
及
び
防
犯
に
係
る
性
能
の
優
れ
た
自
動
車
に
関
す
る
研
究
そ
の
他
の
自
動
車
盗
難
対
策
に
関
す
る

調
査
研
究
を
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

（
関
係
者
の
連
携
協
力
に
関
す
る
措
置
） 

第
十
五
条 

国
は
、
自
動
車
盗
難
対
策
の
効
果
的
な
推
進
を
図
る
た
め
、
警
察
庁
、
財
務
省
、
経
済
産
業
省
、
国
土
交
通
省
、

環
境
省
、
外
務
省
そ
の
他
関
係
行
政
機
関
の
職
員
、
関
係
事
業
者
等
の
関
係
者
に
よ
る
協
議
の
場
を
設
け
る
こ
と
そ
の
他
の

関
係
者
の
連
携
協
力
に
関
し
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

都
道
府
県
は
、
そ
の
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、
当
該
地
域
に
お
け
る
自
動
車
盗
難
対
策
の
効
果
的
な
推
進
を
図
る
た
め
、



  

一
一 

都
道
府
県
警
察
の
職
員
そ
の
他
関
係
地
方
公
共
団
体
の
職
員
、
関
係
行
政
機
関
の
職
員
、
関
係
事
業
者
等
の
関
係
者
に
よ
る

協
議
の
場
を
設
け
る
こ
と
そ
の
他
の
関
係
者
の
連
携
協
力
に
関
し
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 
 
 
 

第
二
節 

小
売
店
舗
に
お
け
る
集
団
窃
盗
等
の
防
止
等
に
関
す
る
施
策 

第
十
六
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
小
売
店
舗
に
お
け
る
集
団
窃
盗
等
の
防
止
等
を
図
る
た
め
、
前
節
の
規
定
に
よ
り
講

ぜ
ら
れ
る
施
策
の
う
ち
こ
れ
と
同
様
の
施
策
を
講
ず
る
こ
と
が
そ
の
防
止
等
に
も
効
果
的
な
も
の
に
つ
い
て
、
そ
の
同
様
の

施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 
 
 
 

第
三
節 

施
策
の
推
進
に
関
す
る
基
本
的
事
項
の
策
定
等 

第
十
七
条 

国
家
公
安
委
員
会
及
び
関
係
大
臣
は
、
前
二
節
の
規
定
に
よ
り
講
ぜ
ら
れ
る
施
策
に
つ
き
、
そ
れ
ら
の
推
進
に
関

す
る
目
標
、
計
画
そ
の
他
の
基
本
的
事
項
を
定
め
、
こ
れ
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。 

附 

則 

 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。





  

一
三 

理 

由 

 

自
動
車
の
盗
難
の
防
止
等
の
た
め
に
は
、
そ
の
盗
取
等
の
実
態
等
を
踏
ま
え
た
多
岐
に
わ
た
る
取
組
が
必
要
で
あ
る
こ
と
に

鑑
み
、
自
動
車
盗
難
対
策
に
つ
い
て
そ
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
る
と
と
も
に
、
あ
わ
せ
て
小
売
店
舗
に
お
け
る
集
団
に
よ

る
窃
盗
等
の
自
動
車
の
窃
盗
等
と
の
類
似
性
が
認
め
ら
れ
る
犯
罪
の
防
止
等
に
関
す
る
施
策
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、

自
動
車
盗
難
対
策
等
を
総
合
的
に
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 


